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(57)【要約】
【課題】
患者の形態に完全に適合するあつらえの副木装具であっ
て、従来の時間のかかる高価な「あつらえ」の技法を用
いて作製することは必要としない副木装具を提供する。
【解決手段】
　装具１０が、脹脛のうちアキレス腱が脹脛筋肉とつな
がる地点の高さ位置と脛骨粗面の下に位置する高さ位置
との間に含まれる領域を包む隣接する剛性の副木近位部
分１６と関連付けられる、足首から上方に延びる弾性圧
迫遠位部分１４を含む。この剛性の副木近位部分１６は
、装具を患者の脹脛の形態を表す型に被せ、装具の、副
木近位部分の領域に、硬化可能な生体適合性樹脂をその
場で塗布し、樹脂を、装具を型上に維持した状態で硬化
させ、かつ装具をその完成した状態で取り外すことによ
って作製される、本質的に非弾性の変形可能な筒状部分
である。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ソックス、ストッキング又はタイツの形態である、医療用の下肢圧迫／副木当て用装具
であって、該装具（１０）は、
　足首を覆い、脹脛が始まる手前、すなわちアキレス腱が脹脛筋肉とつながる地点まで延
びるように構成されている弾性圧迫遠位部分（１４）であって、
　該遠位部分は、編み糸とよこ糸とを編むことによって作製され、該編み糸及び該よこ糸
の寸法決め及び性質、並びに編物の構造は、該装具を下肢に履くと、所望の治療的レベル
の圧力で下肢の圧迫をもたらすのに適した弾性復元力を周方向に加えるように選択される
、弾性圧迫遠位部分（１４）と、
　前記圧迫遠位部分に続くとともに該圧迫遠位部分に隣接して、アキレス腱が脹脛筋肉と
つながる地点の高さ位置（Ｂ１）と脛骨粗面の下に位置する高さ位置（Ｄ）との間に含ま
れる脹脛の領域をその外周にわたって包む副木近位部分（１６）であって、
　該副木近位部分は、前記弾性圧迫遠位部分と連続的に編まれる変形可能な筒状部分であ
る、副木近位部分（１６）と、
を含み、
　該装具は、前記副木近位部分が、
　本質的に非弾性であり、且つ
　硬化生体適合性樹脂を組み込んでいることを特徴とする装具。
【請求項２】
　前記生体適合性樹脂は、蒸発によって硬化可能な一液型アクリル樹脂である請求項１に
記載の装具。
【請求項３】
　前記編み糸及び／又は前記よこ糸は、ポリアミド及び／又は綿で被覆されたスパンデッ
クス糸である請求項１に記載の装具。
【請求項４】
　前記副木近位部分は、脹脛の最大外周の高さ位置で１５±２ｍｍＨｇ／ｃｍ（約２０±
２ｍＰａ／ｃｍ）の高い剛性を有する部分である請求項１に記載の装具。
【請求項５】
　前記副木近位部分は、脹脛の最大外周の高さ位置で５±２ｍｍＨｇ／ｃｍ（約７±２ｍ
Ｐａ／ｃｍ）の中程度の剛性を有する部分である請求項１に記載の装具。
【請求項６】
　前記弾性圧迫遠位部分は、足首の最小外周の高さ位置で１０ｍｍＨｇ～２０ｍｍＨｇ（
１３ｈＰａ～２７ｈＰａ）の圧力を加えるように構成されている低圧迫部分である請求項
１に記載の装具。
【請求項７】
　前記弾性圧迫遠位部分は、足首の最小外周の高さ位置で２０ｍｍＨｇ～３０ｍｍＨｇ（
２７ｈＰａ～４０ｈＰａ）の圧力を加えるように構成されている中程度の圧迫部分である
請求項１に記載の装具。
【請求項８】
　医療用の下肢圧迫／副木当て用装具を患者の脚の寸法に合わせて仕立てる方法であって
、
　請求項１～７のいずれか１項に記載の装具（１０）を、生体適合性樹脂を有しない、未
加工の初期状態で得る工程と、
　前記装具を、前記患者の脹脛の形態を表す型に被せる工程と、
　前記装具の、前記副木近位部分の領域に、硬化可能な生体適合性樹脂をその場で塗布す
る工程と、
　前記装具を前記型上に維持した状態で前記樹脂を硬化させる工程と、
　前記装具をその完成した状態で取り外す工程であって、前記装具は、その完成した状態
では、前記樹脂の硬化後に剛性にされるとともに前記患者の脹脛の対応する寸法を保つ、
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副木近位部分（１６）を有し、これによって該副木近位部分が脹脛の形状に完全に適合す
ることが可能となる、取り外す工程と、
を含む方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、下肢の静脈不全の様々な臨床症状に適応のある弾性静脈圧迫（ＥＶＣ）装具
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　以前から「弾性ストッキング（若しくはソックス）」又は「弾性タイツ」として知られ
ている装具は、治療目的を有する医療装置ではない「持続ストッキング」（同様に「サポ
ートストッキング」又は「疲労防止ストッキング」）及び「ファッションストッキング」
とは対照的に、下肢の圧迫によって治療効果をもたらす医療用織物装置である。
【０００３】
　ＥＶＣ装具は、通常は足首から始まって上方に逓減する輪郭により、程度の多少の差は
あるが下肢を圧迫することによって治療効果をもたらすように設計されている。装具の種
類に応じて、足首において測定される圧力は、１０ｍｍＨｇ～３６ｍｍＨｇ超（すなわち
１３ｈＰａ～４８ｈＰａであるが、静脈学及び医療用圧迫の分野ではｍｍＨｇ単位が圧力
測定単位として一般的に用いられている）で様々であるものとすることができる。ストッ
キングは、フランスでは、ＡＳＱＵＡＬ系の４つの織物クラス、すなわちクラスＩ（足首
において１３ｈＰａ～２０ｈＰａ≒１０ｍｍＨｇ～１５ｍｍＨｇ）、クラスＩＩ（２０ｈ
Ｐａ～２７ｈＰａ≒１５ｍｍＨｇ～２０ｍｍＨｇ）、クラスＩＩＩ（２７ｈＰａ～４８ｈ
Ｐａ≒２０ｍｍＨｇ～３６ｍｍＨｇ）及びクラスＩＶ（４８ｈＰａ超≒３６ｍｍＨｇ超）
に分類されている。これらの圧迫クラスは他の国では異なる場合がある。
【０００４】
　下肢の高圧迫のために、そのような装具は、概して被覆されたスパンデックス糸である
弾性よこ糸が組み込まれた、程度の差はあれ密な織り方のニット編物から作製される。
【０００５】
　より詳細には、装具の密な織物が、下肢に配置されていることの効果により、その材料
を構成する弾性繊維の復元力に起因する圧迫を加え、輪郭の周囲に対してそのような弾性
復元力を加えることにより、ラプラスの法則に従うと、輪郭の所与の地点の曲率半径に反
比例する局所的な圧力がその地点に生じる。
【０００６】
　この圧力は、フランスの規格ＮＦ　Ｇ　３０－１０２のＢ部の意味において定義及び計
算されるような「織物圧力」である。本明細書において以下、「圧力」という用語は、脚
の輪郭に沿った所与の高さにおいて局所的に加えられる圧力の意味を指すために用いられ
る。
【０００７】
　編物及び糸、並びに編目の列の寸法決めは、下肢に沿った、太腿の上部までの、例えば
足首の高さ、脹脛の始点、脹脛上、膝窩等の異なる高さ（そのような高さはＢ、Ｃ、・・
・、Ｇと慣例に従って記される）において所定の圧力を印加するように選択される。これ
らの様々な圧力は、ドイツの体系ＲＡＬ－ＧＺ　３８７に従う「Ｈｏｈｅｎｓｔｅｉｎ」
型の脚モデルに対応するフランスの規格ＮＦ　Ｇ　３０－１０２のＢ部、付録Ｂの脚モデ
ルのような度量衡テンプレート（metrological templates：測定テンプレート）を参照し
て各クラスに関して定義されているか、又は欧州暫定規格ＸＰ　ＥＮＶ　１２７１８：２
００１において定義されているようなものである。
【０００８】
　圧力曲線の逓減性という上述の特徴は、足首において最大圧力を加え、次いで足首から
脹脛又は太腿にかけて逓減する圧力を加えることにある。この特徴は、起立状況において
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、静脈圧が足首から脹脛、次いで太腿にかけて逓減するという事実に基づいている。した
がって、静脈直径を比例的に低減させるとともに鬱血防止効果を誘発するために、対応す
る、したがって逓減する逆圧を印加することは理にかなっている。
【０００９】
　歩行中のような動的な状況では、状況は生理学的に異なり、脹脛は、下肢静脈の血行力
学の重要な要素である。
【００１０】
　「筋ポンプ」又は「脹脛筋腱膜ポンプ（calf musculo-aponeurotic pump）」（ＣＭＡ
Ｐ）の効果の重要性が特に静脈血流の戻りに関して記載されており、この場合、脹脛筋肉
の収縮及び弛緩の生理学的な循環が、静脈弁の開閉作用を介して、下肢の静脈網の血液排
出及び血液供給をもたらし、この結果、足首の静脈圧が下がる。ＣＭＡＰの効率は対象者
の年齢とともに次第に低下し、これには、慢性静脈不全を自然に悪化させる残留する静脈
の過剰圧力が伴う。
【００１１】
　したがって、慢性静脈不全はこの筋ポンプ作用の不良によって特徴付けられ、よって潰
瘍のような栄養障害性の病気の発生において大きな一因となる。
【００１２】
　本発明の出発点は、ＣＭＡＰ効率を高めることを可能にするか、又は更には、起立状況
から生じる静脈圧の分析に基づくため、現在までに提案されてきたであろう装具よりもこ
の役割によりよく適している、逓減する圧迫装具のおかげで、その手段に取って代わるこ
とを可能にする手段の調査である。
【００１３】
　しかし、特に、特許文献１（Laboratoires Innothera）に記載されているツールのよう
な、圧迫をモデル化及びシミュレーションする最近のツールを用いての、静脈の生理学に
関する研究は、ＣＭＡＰを働かせることが可能であれば、ＥＶＣ装具の有効性が、むしろ
ＣＭＡＰの効率を改善することにあることを示している。
【００１４】
　特許文献２（Rodier）は、足及び足首の非常に弾性のある編物領域、次いで、脹脛の下
部から膝窩までの僅かしか弾性のない編物領域、及び続いて膝から太腿の上部までの再び
非常に弾性のある編物領域に関連する、様々な編物を含む複数区域ストッキングによって
「選択的な圧迫／副木当て」を提供することにある手法を記載している。この基本的な着
想は、より圧迫効果を有する区域（足、足首及び太腿）を、副木当て効果がより高い区域
（脹脛）のいずれかの側に設けることにある。装具のこの後者の区域は、静止時には、足
首を囲む区域よりも効果をもたらさない。しかし、装具のこの後者の区域は、脹脛筋肉の
収縮時にはより大きな圧迫を加え、ＣＭＡＰの力を増大するとともにＣＭＡＰの血液排出
作用を強化する。
【００１５】
　これに関して、「圧迫」及び「副木当て」という用語は、普段の言葉の中では混同され
る場合があるが、明らかに異なる２つの効果を定義することを明記しなければならない。
　「圧迫」は、弾性装具によって、静止時にも労作時にも、この装具の弾性繊維の幾分強
い復元力の結果として肢節にもたらされる効果である。これらの力はほとんど一定して下
肢に作用し、静止時には、圧迫は呼び圧力値で存在し、労作時には、この圧迫効果は筋肉
塊の収縮によって僅かに増大する。
　逆に、「副木当て」は、「低伸縮包帯」とも称される弾性のない（ただし変形可能な）
、例えば非弾性包帯であると考えられる構造部の作用によって、（労作時／静止時に）異
なるように肢節に作用する装具によってもたらされる効果である。このタイプの包帯は、
静止時には低い圧力を加えるか又は更には圧力を加えず、他方で、筋肉収縮中には非弾性
構造部と当接する脹脛の体積が局所的に増えることに逆らい、したがって圧力が大きく増
大する。したがって、副木当ては効果的であり、労作時には能動的に機能するが静止時に
はほとんど能動的に機能しない。
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【００１６】
　この主題に関する科学文献では、装具は、下肢の、アキレス腱が脹脛筋肉とつながる場
所に位置する地点の外周の１センチメートルの増大当たり少なくとも１０ｍｍＨｇ（１３
ｈＰａ）の増大を生じる場合に、副木当て、すなわち「剛性」の装具であるとみなすこと
が通例である。「剛性」という用語は、本明細書では、欧州暫定規格ＸＰ　ＥＮＶ　１２
７１８：２００１の定義、すなわち「１センチメートル当たりのヘクトパスカル及び／又
は１センチメートル当たりの水銀柱ミリメートルで表される、脚の外周の１センチメート
ルの増大当たりの圧迫の増大」の意味において理解される。
【００１７】
　これらの２つの異なる観念を示すために、本明細書では以下、２つのそれぞれの用語「
圧迫（又は「圧迫の」）」及び副木当て（又は「副木」）が用いられる。
【００１８】
　これらの定義に関して、上述の特許文献２の、装具の高さにわたって程度の差はあるが
弾性である糸及び編目のみを実装するという提案は、脹脛において非常に部分的な副木当
て効果しかもたらさない。
【００１９】
　全てが弾性的であるが異なる弾性を有する区域からなる他の装具が、特許文献３（Couz
an）又は特許文献４（Stolk）によって提案されている。これらの２つの文献は、脹脛の
領域において、それぞれ脹脛の全周にわたって均一に、又は脹脛の後方領域においてのみ
低い剛性の（より弾性である）区域を有するストッキング又はソックスを作製することを
教示している。したがって、非弾性構造を全く有しない記載の装具は、上記で説明した意
味における、脹脛の体積が局所的に増大する場合に非弾性構造に対して脹脛が当接すると
いう効果を有する「副木当て」効果を提供しない。
【００２０】
　同じことが、特許文献５において開示されている製品にも当てはまり、この製品は、「
疲労防止」ソックス又はストッキングの選択された位置に加えられるとともに、着用者が
感じる圧迫の感覚を高めることを意図する不連続的な要素を提供しており、したがって副
木当ての目的又は機能は全く有しない。その上、これらの要素はいずれも脹脛の外周にわ
たって延びておらず、したがって、これらの要素はいずれも、労作時に脹脛の体積が増大
することに対して非弾性的な障害物を形成することができないため、副木当てをもたらす
ことができない。
【００２１】
　加えて、技術的な観点から、それらの従来技術の「複数区域」構造部は全て、ストッキ
ング又はソックスの異なる区域に対応する非常に不均一な生地の間に非常に急激な遷移が
ある、必要とされる可変弾性輪郭を得るように編機を設定するときに存在する難しさを考
えると、実際に作製するのが難しいことが分かっている。
【００２２】
　他方で、とりわけ、「準副木装具」と称することができる装具は、所与の患者に合わせ
て特に適合されるわけではない。具体的には、施術者は単に、足首及び脹脛の周囲を測定
した後で寸法表から装具を選択する。実際には、このことは、患者毎に非常に大きく変わ
る可能性があり、かつ単に脹脛の最大外周を測定することでは適切に表すことができない
脹脛の実際の形態を考慮に入れない、妥協した解決策につながる。
【００２３】
　この欠点は、（上記で定義した意味における）実際の副木当て効果を生むことを想定さ
れている製品の枠組み内で特にひどくなるが、その理由は、ＣＭＡＰ効果の強化が、関係
する肢節に対する、その全範囲にわたる非弾性構造部の正確な適合度に依存するためであ
り、非弾性構造部は、静止時に下肢と密接していない場合、筋肉の体積が少量又は中程度
の量増大することに関する効果をほとんど生まず、逆に、その寸法が小さすぎる場合、非
弾性構造部は、静止時であっても下肢に応力を加え、これは、装具の着用を患者にとって
特に不快なものにする可能性のある圧迫感に加えて、血液循環に対して悪影響を伴う。
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【００２４】
　したがって、各患者の肢節の正確な形態に適合する非弾性構造部（より低い弾性を有す
る構造部ではない）を介して脹脛に対して実際の副木当て効果を与える装具を作製するこ
とができることが望ましいと思われる。
【００２５】
　しかし、その非弾性構造部は、例えば、外傷を負った手足の固定化のために副木を形成
することを意図する、すなわちその副木当てが、本発明の副木当てと同じ性質のものでは
ない、変形不可能な整形外科用副木装具である、特許文献６によって開示されている製品
とは異なり、変形可能でなければならず、患者が自由自在に着脱しやすく、かつ所定の位
置にくると装具によって包まれる下肢の動きを妨げない、ストッキング又はソックス等の
アイテムによって実現可能でなければならない。
【００２６】
　患者に特に適合するあつらえの剛性副木製品を有することが望ましい場合、第１の解決
策は、きつすぎ（脹脛を締め付ける）でも緩すぎ（何の効果ももたらさない）でもなく適
切に調整することが難しいことがよく知られている多層包帯を用いることにあり、そのた
め、非常に「作業者依存的」な結果となる。本明細書において上記で説明したように、剛
性の副木製品の調整は、はるかにより許容性のある圧迫弾性構造部とは異なり、非常に重
要なものである。
【００２７】
　その上、包帯は、良好な調整のために、定期的に毎回同じ手入れによってやり直す必要
がある。
【００２８】
　特許文献７（Mollard他）は、圧迫要素及び副木要素の重ね合わせを加えて有する、そ
のような技法を開示している。副木要素は、ロールとしてまとめられた、例えばポリエチ
レンの穿孔極薄フィルムの細長片である。このフィルムは、下肢を包むように下肢の回り
で広げられ、次いで、副木ストッキングが圧迫効果を与えるようにこの包帯上に配置され
る。しかし、包帯を配置するのに必要な特定の技術に加えて、包帯は、一旦配置されると
、その工程全体をやり直す以外に、調整し直すことができない。最後に、この製品は使い
捨てであり、例えば検査を行うとき又は着衣を変えるときの装具の一時的な取り外しを可
能としない。
【００２９】
　これらの理由から、患者は概して、より扱いやすくより見た目のよい、着脱容易な編物
装具の形態の別の解決策を使用することを好む。
【００３０】
　その場合、問題は、患者の特定の形態に完全に適合するあつらえの剛性製品を作製する
ことである。この技法は、幾つかの高さにおける測定によって脹脛を可能な限りより完全
に測定することにある。この場合、装具は、横編機で編まれ、その全長に沿って作られる
継目を通じて形作られるため、追加の作製工程を必要とする。そのような完全にあつられ
の仕立て技法は、実施に時間がかかり、複雑であり、それゆえ高価であり、かつ剛性の副
木製品がそれらの明らかな治療上の利点にもかかわらず広く普及することを可能としない
ことが理解されるであろう。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００３１】
【特許文献１】国際公開第２００６／０８７４４２号パンフレット
【特許文献２】仏国特許発明第２８２４４７１号明細書
【特許文献３】欧州特許第０９３４０４３号明細書
【特許文献４】欧州特許出願公開第１２４０８８０号明細書
【特許文献５】国際公開第２００６／１３４８７５号パンフレット
【特許文献６】欧州特許出願公開第１６５６９１６号明細書
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【特許文献７】仏国特許発明第２９１２６４４号明細書
【特許文献８】欧州特許出願公開第２４５２６５８号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００３２】
　したがって、本発明の課題は、「あつらえ」の最終製品の形態であることが可能であり
、したがって患者の形態に完全に適合するが、そうであっても、従来の時間のかかる高価
な「あつらえ」の技法を用いて作製することは必要としない副木装具（剛性製品）を作製
することが可能であることである。
【００３３】
　特に、本発明は、ｉ）丸編機（継目を縫うために追加の作製工程を必要とする横編機で
はない）において実施することができ、ｉｉ）標準的な製品を、したがって妥当なコスト
で大量に作製される可能性を伴って作製することが分かるであろう。
【００３４】
　また、このことは、
　脹脛の適切な副木当てによるＣＭＡＰの有利な効果を強化し、
　作製が技術的に容易であり、かつ
　関係する患者の母集団において直面する非常に多様な脚の形態に容易に適合することが
できる、新たなＥＶＣ装具構造体を用いてなされる。
【００３５】
　また、本発明により、脹脛の回りに本質的に剛性の要素、すなわち弾性変形可能ではな
い要素を配置することによって、脹脛に幾分強い圧迫はもはや加えないが、実際の副木当
てを加える、下肢用のＥＶＣ装具を得ることが可能になることが分かるであろう。加えて
、脹脛におけるこの高い剛性（副木当て効果）は、足首における低い剛性（圧迫効果）と
関連付けられる。
【００３６】
　実際、脹脛における高い剛性は、下肢における静脈還流の主な駆動要素である、ＣＭＡ
Ｐを最適化する手段と考えられる。しかし、脹脛における高い剛性は、製品の着脱が容易
であること、及び、特に寝たきりであるか又は動けない患者にとってはすぐに耐え難いも
のとなりかねない高すぎる圧迫を特に回避するために十分に許容性のあるものであること
を確実にするように、足首における低い剛性（したがって高い変形性）と関連付けられる
必要がある。
【００３７】
　その問題に対する解決策が、本出願人による特許文献８（２０１２年５月１６日、した
がって本願の優先日以降に公開）に記載されている。この解決策は、作製中に、装具の、
脹脛の領域のよこ糸に、熱成形可能な糸を組み込むことにある。装具はこの場合、モデル
に被せ、熱成形可能な糸の機械的特性の変化の影響下でこの領域において伸張不可能にな
るように、したがって副木を形成するように、局所的に加熱される。
【００３８】
　しかし、この解決策は、熱成形可能な糸を装具の作製中に組み込むことができるように
、編み工程の変更を必要とする。
【００３９】
　本発明は、この欠点を被らない、編み工程を変更することなく従来の構造の装具に基づ
いて実現することができる、この解決策に対する代替案を提供することを目指す。
【００４０】
　本質的に、本発明の基本的な着想は、従来の技法によって圧迫装具を作製することにあ
るが、適切な生体適合性樹脂を塗布するとともに乾燥させることによって作製される副木
部分を製品に取り入れることを伴い、この樹脂が塗布された領域における織物の硬化を得
ることを可能にする。
【００４１】



(8) JP 2013-106961 A 2013.6.6

10

20

30

40

50

　この作業が、装具を患者の脚に、又は好ましくは、この作業によって生じる患者の不快
感を回避するためにこの脚の形態を表す型に被せた状態で行われれば、また、樹脂の塗布
が脹脛領域に適正に位置すれば、患者の脹脛の形状に完全に適合する圧迫／副木製品が最
終的に得られる。
【００４２】
　したがって、このようにして得られる製品は、その副木部分により、脹脛に対して効率
的な副木当てを加えることが可能となり、その製品の形状は患者に応じて個別化され、こ
の領域は患者の脹脛において或る意味「適所で成形」される。脹脛領域にあるこの副木部
分は、脚の残りの部分にわたる、特に足首領域における従来の圧迫部分と関連付けられる
。
【００４３】
　より詳細には、本発明は、上述した特許文献２と同じ目的を有するＥＶＣ装具、すなわ
ち、特にＣＭＡＰに作用することを意図するソックス、ストッキング、又はタイツの形態
の医療用圧迫装具を提案する。
【００４４】
　そのような装具は、それ自体が既知のやり方で、（ｉ）足首を覆い、脹脛が始まる手前
、すなわちアキレス腱が脹脛筋肉とつながる地点（そのような地点は全体的にＢ１で示さ
れる）まで延びるように構成されている弾性圧迫遠位部分と、（ｉｉ）圧迫遠位部分に続
くとともに圧迫遠位部分に隣接して、脹脛のうちアキレス腱が脹脛筋肉とつながる地点の
高さ位置と脛骨粗面の下に位置する高さ位置との間に含まれる領域を、その外周にわたっ
て包む副木近位部分とを含む。
【００４５】
　遠位部分は、編み糸とよこ糸とを編むことによって作製され、編み糸及びよこ糸の寸法
決め及び性質、並びに編物の構造は、装具を下肢に履くと、所望の治療的レベルの圧力で
下肢の圧迫をもたらすのに適した弾性復元力を周方向に加えるように選択される。副木近
位部分は、弾性圧迫遠位部分と連続的に編まれる変形可能な筒状部分である。
【００４６】
　本発明の特徴として、副木近位部分は、本質的に弾性ではなく、硬化生体適合性樹脂、
例えば蒸発によって硬化可能な一液型アクリル樹脂を組み込んでいる。
【００４７】
　編み糸は特に、ポリアミド及び／又は綿で被覆されたスパンデックス糸であるものとす
ることができ、よこ糸はポリアミド及び／又は綿で被覆されたスパンデックス糸であるも
のとすることができる。
【００４８】
　近位部分は、脹脛の最大外周の高さ位置で１５±２ｍｍＨｇ／ｃｍ（約２０±２ｈＰａ
／ｃｍ）の高い剛性、又は５±２ｍｍＨｇ／ｃｍ（約７±２ｈＰａ／ｃｍ）の中程度の剛
性を有する部分であるものとすることができる。
【００４９】
　弾性圧迫遠位部分は、足首の最小外周の高さ位置において、１０ｍｍＨｇ～２０ｍｍＨ
ｇ（１３ｈＰａ～２７ｈＰａ）の圧力を加えるように構成されている低圧迫部分であるも
のとすることができ、又は２０ｍｍＨｇ～３０ｍｍＨｇ（２７ｈＰａ～４０ｈＰａ）の圧
力を加えるように構成されている中程度の圧迫部分であるものとすることができる。
【００５０】
　本発明はまた、医療用の下肢圧迫／副木当て用装具を患者の脚の寸法に合わせて仕立て
る特定の方法を提供する。
【００５１】
　本方法は、上述のような装具を、生体適合性樹脂を有しない、未加工の初期状態で得る
工程と、装具を、患者の脹脛の形態を表す型に被せる工程と、装具の、副木近位部分の領
域に、硬化可能な生体適合性樹脂をその場で塗布する工程と、装具を型上に維持した状態
で樹脂を硬化させる工程と、装具をその完成した状態で取り外す工程とを含む。装具はそ
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の場合、樹脂の硬化後に剛性にされるとともに患者の脹脛の対応する寸法を保つ、副木近
位部分を有し、これによってこの副木近位部分が脹脛の形状に完全に適合することが可能
となる。
【００５２】
　ここで、同じ参照符号が図全体を通して同一であるか又は機能的に同様である要素を指
す添付の図面を参照して本発明の例示的な実施形態を説明する。
【図面の簡単な説明】
【００５３】
【図１】自由状態にある本発明による装具の全体図である。
【図２】装具が下肢に印加する圧力が測定される種々の標準化された高さに印が付けられ
ている、下肢に履かれた同じ装具の立面図である。
【図３】装具を患者の脚の寸法に合わせて仕立てることを意図する、本発明による実施態
様の方法の連続的な工程を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００５４】
　図１及び図２では、参照符号１０は、従来の方法を用いて丸編機で作製された編物装具
である本発明の装具を全体的に示す。この筒状の装具１０は、足及び脚の一部を包む部分
１２と、足首を包む遠位部分１４と、脹脛を包む近位部分１６とを含む。この全体は、装
具が「膝までの」ソックス（又は「脹脛までのソックス」）である場合には、膝の下に位
置する高さ位置まで延びる。後者の場合、装具は「リブ編みタイプ」の編成終端部分１８
で終端する。
【００５５】
　このソックス形状の構成は限定的ではなく、本発明は、圧迫太腿部分２０まで延びる「
太腿までの」ストッキングとして実施することもできる。本発明の装具は、タイツとして
作製することもでき、かつ／又は足部分１２がなくてもよい（「足のない」タイプのスト
ッキング又はタイツ）。
【００５６】
　上述の装具の種々の隣接部分は丸編機で連続的に編まれ、すなわち、この装具が別個の
パーツを組み付けるいかなる作製工程も必要としないが、当然ながら、つま先が存在する
場合には足部分１２のつま先を縫う作業は別である。
【００５７】
　図２は、標準的な表記を用いる、導入部で明記した形態学的な体系（「Ｈｏｈｅｎｓｔ
ｅｉｎ」型のモデル脚）によって定義される下肢の種々の高さ：
　Ｂ：足首、その最小外周の地点、
　Ｂ１：アキレス腱が脹脛筋肉とつながる地点、
　Ｃ：脹脛、その最大外周の地点、
　Ｄ：脛骨粗面の真下（すなわち膝の真下）、
　Ｅ：膝蓋骨の中心、及び膝裏の上方（すなわち膝窩の高さ位置）
　Ｆ：太腿の中間、並びに
　Ｇ：太腿の上部、
を示す。
【００５８】
　脹脛は、高さ位置Ｂ１とＤとの間に含まれる肢節であり、足首は、高さ位置Ｂ１の下に
位置する肢節である。
【００５９】
　（足首の最小外周の）高さＢにおいて加えられる圧力は、選択された標準化クラス（Ｉ
、ＩＩ、ＩＩＩ又はＩＶ）に関して規定された圧力である。
【００６０】
　圧力値は、例えば、上述の規格ＮＦ　Ｇ　３０－１０２のＢ部による動力計を用いて、
その規格によって規定されるＨｏｈｅｎｓｔｅｉｎ型のモデル脚のような基準の型に装具
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を履かせた後で読み取ることができる。
【００６１】
　弾性圧迫遠位部分１４によって足首のその最小外周の地点（高さ位置Ｂ）に加えられる
圧力は、効果的な治療圧力でなければならない。患者の必要性に応じて以下の値：
　足首の比較的軽い圧迫には、１０ｍｍＨｇ～２０ｍｍＨｇ（１３ｈＰａ～２７ｈＰａ）
、
　足首の中程度の圧迫には、２０ｍｍＨｇ～３０ｍｍＨｇ（２７ｈＰａ～４０ｈＰａ）、
を保つことができる。
【００６２】
　これらの治療圧力をもたらす弾性圧迫遠位部分１４は、弾性のよこ糸、すなわち概して
被覆されたスパンデックス糸を組み込んだ幾分密な織り方の編物から、例えば：
　よこ糸として、ポリアミド及び／又は綿で被覆された、スパンデックス、又はスパンデ
ックスとエラストジエン（ゴム糸）（合成ゴムラテックス）との混合物等の糸、及び
　編み糸（縫い糸）として、好ましくは（単位長さ当たりの重量が）よこ糸よりも軽い寸
法の、同様にポリアミド及び／又は綿で被覆されたスパンデックス糸、
を用いることによって作製される。
【００６３】
　本発明の特徴として、近位部分１６は、筒状形状の副木部分（すなわち装具の最終的な
状態で本質的に非弾性部分）であり、
　垂直方向に：脹脛の範囲にわたって、すなわち高さ位置Ｂ１（アキレス腱と脹脛筋肉と
つながる地点）と高さ位置Ｄ（膝下）との間、又は少なくともこの領域の大部分にわたっ
て含まれる領域にわたって（足首（高さ位置Ｂの回りに延びる領域）は近位部分１６によ
って覆われるこの領域に決して属しないことが観察されるはずである）、かつ
　外周方向に：脹脛の全周にわたって、
延びる。
【００６４】
　この非弾性部分は、本明細書において以下で説明されるやり方であつらえられる、すな
わち、患者の脹脛の形状及び寸法に正確に適合する外側構成を有する。その結果、装具を
下肢に履くと、この部分が所望の副木効果を加え、すなわち、静止時には本質的に副木当
ての力を加えないが、労作時には所望の程度の有効性で副木効果を与える剛性によって下
肢に対抗する。
【００６５】
　この副木近位部分１６の剛性Ｒｃに関して、（上述の欧州暫定規格ＸＰ　ＥＮＶ　１２
７１８：２００１に従って）以下の値：
　強い副木当てには、
　　Ｒｃ＝１５±２ｍｍＨｇ／ｃｍ（約２０±２ｈＰａ／ｃｍ）、
　中程度の副木当てには、
　　Ｒｃ＝５ｍｍＨｇ／ｃｍ（約７ｈＰａ／ｃｍ）、
に保つことができる。
【００６６】
　Ｒｃのこれらの値は、高さＣ、すなわち脹脛の最大外周の地点で測定される。
【００６７】
　一方で足首において圧迫遠位部分１４の弾性に、また他方で脹脛において副木近位部分
１６の剛性に別個に作用することにより、幾つかの圧迫／副木当て効果、例えば：
　足首における低圧迫／脹脛における強い副木、
　足首における中程度の圧迫／脹脛における強い副木、
　足首における低圧迫／脹脛における中程度の副木、又は
　足首における中程度の圧迫／脹脛における中程度の副木、
を組み合わせることが可能である。
【００６８】
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　非常に有利には、遠位部分１４及び近位部分１６はともに、編機でひと続きに連続的に
編まれ、これによって付加的なパーツを組み付けるいかなる作製工程も回避される。近位
部分１６はしたがって、弾性圧迫遠位部分１４と同じタイプの糸、すなわち、
　よこ糸としては、ポリアミド及び／又は綿で被覆されたスパンデックス糸、及び
　編み糸としては、ポリアミド及び／又は綿で被覆された、より小さい寸法のスパンデッ
クス糸
で編むことができる。
【００６９】
　製品は、通常の技法に従ってサントーニ社製の編機のような従来の丸編機で編むことが
できる。
【００７０】
　本発明の特徴として、非弾性副木近位部分１６は樹脂を加えることによって得られる。
【００７１】
　この作業は図３に示されるようになされる。
【００７２】
　まさに従来の方法で編まれた装具１０は最初、標準的な製品、すなわち寸法に合わせて
仕立てられていない製品の形態であり（工程ａ）、従来のＥＶＣ装具として、また更には
、寸法表で選択される適した標準寸法の任意の布製品として準備されるに過ぎない。
【００７３】
　この装具を次いで、患者の、脹脛の領域の形態に対応する型２２に被せる（工程ｂ）。
この領域は、装具を履くと透明性によって見える印２４等の印によって特に区切ることが
できる。
【００７４】
　それに続く工程（工程ｃ）は、例えばブラシ２６を用いた塗布、制御された吹き付け又
は浸漬によって、生体適合性樹脂を脹脛の領域に、すなわち印２４間に加えることにある
。
【００７５】
　その目的で用いることができる樹脂の例は、例えば、REAL Composites社によって販売
されている一液型アクリル樹脂であるＰｌａｓｔｉｄｕｒｅｘという樹脂であり、この樹
脂は例えば、紙及び布の剛性化、ランプのかさの形成等の装飾の分野において用いられる
。
【００７６】
　用いることができる別の樹脂はＳＩＬＤＯＣ　ＲＴＶ　ＡＤ　３５という樹脂であり、
この樹脂は、同様にREAL Composites社によって販売されている二液型シリコーン樹脂で
あり、例えば物体の成形の分野において用いられる。
【００７７】
　この樹脂は、編物が飽和するまで塗布され、蒸発によって乾燥される。
【００７８】
　例示的な実施態様では、蒸発による硬化後に、本明細書において上記で定義したような
脹脛の領域におけるソックスの全周にわたる塗布には、樹脂の初期重量に対して１２ｇの
樹脂がソックスに加えられたことが観察されている。得られた最終的な剛性は約１５ｍｍ
Ｈｇ／ｃｍ（２０ｍＰａ／ｃｍ）であった。
【００７９】
　次いで、装具を型から取り外すことができる（工程ｄ）。装具はこの場合、剛性になっ
ているとともに患者の脹脛の曲線及び寸法に完全に適合する形状を呈する副木近位部分１
６と、弾性圧迫遠位部分１４とを有する「寸法に合わせて仕立てられた」その明確な形状
を有し、この結果、脹脛（副木近位部分１６）における高い剛性と足首（弾性圧迫遠位部
分１４）における低い剛性とを関連付ける、下肢の治療的レベルの圧迫を提供する製品が
得られる。
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